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桐 生 市 教 育 委 員 会 定 例 会 会 議 録 

開    会  令和2年5月8日（金） 

閉    会  令和2年5月8日（金） 

場    所  市役所 特別会議室 

出席委員 

 教育長  柴 﨑 隆 夫  委 員  板 橋 英 之 

 

 委 員  新 居 理 恵  委 員  髙 山 信 廣 

 

 委 員  山 野 玲 子 

欠席委員  なし 

説明のため 

 

出席した職員 

 

教育部長 

教育部参事 

総務課長 

教育未来室長 

学校教育課長 

生涯学習課長 

文化財保護課長 

図書館長 

中央共同調理場長 

 

西 場  守 

前 原 通 宏 

小 山 貴 之 

原 橋 貴 史 

飯 泉 尚 士  

藤 川 恵 子 

萩 原 清 史 

浅 野  都 

園 田 博 宣 

 

事務局職 

員出席者 
 

庶務係長 

庶務係（担当） 

教育未来係長 

庶務係（担当） 

大 澤 路 代 

小 林 奈美子 

千 葉 敦 弘 

時  間 
開  会  午後 2時 00分 

閉  会  午後 2時 33分 
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提      出      議      案 

議 案 番 号 件          名 結 果 

議案第 31号 

議案第 32号 

令和 2年度桐生市一般会計教育費補正予算（第 1号） 

財産取得（学校給食中央共同調理場厨房機器）について 

秘密会にて審議

秘密会にて審議 

発 言 者 発    言    内    容 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 はじめに、定例会開始前に市民憲章の唱和を行っておりますが、新型コ

ロナウイルス感染拡大防止の観点から全員で大きな声を出すのは控えたい

と考えておりますので、本日は市民憲章の唱和はなしということでお願い  

します。状況が改善しましたら、市民憲章の唱和をお願いしたいと思いま

す。また、換気をするために窓が少し空いておりますが、ご理解いただき

たいと思います。なお、発言中はマスクの着用をお願いします。聞きづら

いということがありましたら、聞き直していただければと思います。 

 それでは、これより桐生市教育委員会 5月定例会を開会いたします。た

だいまの出席委員は、5名であります。直ちに会議を開きます。 

ここでお諮りいたします。桐生市教育委員会傍聴規則第 8条に基づき、

本日の定例会の傍聴につきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止の

ため傍聴を中止させていただきたいと思います。これにご異議ありません

か。 

 

＜異議なしの声＞ 

 

ご異議なしと認めます。よって、本日の定例会の傍聴は中止といたしま

す。 

日程第 1会議録署名委員の指名を行います。会議録署名委員は、会議規

則第 18条の規定により、高山委員を指名いたします。 

日程第 2会期決定の件を議題といたします。お諮りいたします。今期定

例会の会期は、本日 1日といたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 
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教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜異議なしの声＞ 

  

ご異議なしと認めます。よって、会期は本日 1日と決定いたしました。 

日程第 3事務報告についてを議題といたします。課ごとに順次報告をお

願いいたします。 

 

＜教育部長からコロナ対策本部会議の結果報告、続いて順次、建制順（総

務課長、学校教育課長、生涯学習課長、文化財保護課長、図書館長、中央

共同調理場長）に資料に基づき、行事予定及びコロナ対策状況について報

告。＞ 

 

 各課から事務報告併せてコロナ対策について報告いただきましたが、こ

の他にも 3月まで教育委員会の所管でありました青少年課に子供達の様子

を見てもらうという事で補導の依頼をし、実施していただいております。

散歩とかジョギングなど息抜きとして外出している子供の様子を見守ると

ともに、集団の状況を作ったり、長時間滞在したりすることのないように

声掛けなどをお願いしました。 

 ただいまの各課からの報告に対しまして質疑がありましたらお願いしま

す。また、先ほど総務課から報告がありましたが、5月 12日に県の教育長

会議が開催されます。県庁で開催予定でしたが参加者が 35人ということ

で、それぞれの教育事務所に分かれて WEB会議で行います。その中で県の

方針が幾らか示されるのかと期待しています。とりあえず 5月 31日までは

休業という事でほとんどの市町村がそのように対応しているわけですが、

その後について県から何らかの方針が出るのかなと思っております。また

県の方針が出た時点で、学校教育に関しては市教委の方で協議・検討し、

どのような形で子供達たちの学習を保障していくかという事を検討してい

きたいと思っています。またその時点で教育委員さんにはご報告・確認等

させていただきながら進めていきたいと思います。なお先ほどの部長の報

告にありましたように対策本部会議が毎週のように開かれております。教



 

- 4 - 

 

 

 

 

 

 

 

髙山委員 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

髙山委員 

 

 

 

 

 

 

学校教育課長 

育委員会で協議し、対策本部会議で確定という手順をとっております。そ

の間に教育委員さんには随時ご報告してご意見を伺っていくという状況で

あります。今後もこの形は続けていくということになりますのでよろしく

お願いいたします。 

何か質疑はありますか。 

 

休みが長くなってきますと授業時数等についてはどうなっているのでし

ょうか？ 

 

おそらく先ほど申し上げました 5月 12日の教育長会議や、その後開催予

定の担当者会議で基本的な考え方が出てくるかと思います。県下同一歩調

とし、市町村ごとの対応では無理だと思います。何らかの形で県から夏休

みや行事、授業時数、あるいは履修範囲等いずれにしてもそういったもの

が出た時点で、市教委として学校の状況を見ながらどういう形で進められ

るのか、場合によっては家庭学習で履修しなくてはならない場合もありま

すし、あるいは登校日を設定するか、あるいは学校全体を再開するのか、

状況を判断しながら県で示される内容を確認しながら検討していきたいと

思います。検討した結果等は、教育委員さんにメールや FAX等でお知らせ

させていただきます。 

他にはありませんか。 

  

中学生にとって学校生活において部活動というのは大きなウエイトを占

めていると思います。競技スポーツの関係はスポーツ振興課の範疇だと思

いますが、大会がずっと中止になってきている中で、このまま中学 3年生

にとっては部活の締めくくりがなく終わってしまい、通常は夏の大会で一

区切りつくわけですが、そういうものがないと子供がかわいそうかと思う

のですが、その辺のところはいかがでしょうか。 

 

確かに最後の大会で締めくくって部活動を終わらせてあげることが子供
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教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育部長 

 

 

教育長 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

達にとって良いとことであると思います。どのような形で対応ができるか、

中体連の事務局と話を詰めながら、何らかの形で対応できないか話を進め

ていきたいと考えております。 

 

全国大会レベルの大会は難しいかと思いますが、ある程度市のレベルで

子供達が最後のまとめをできるかということを、あるいは県のレベルまで

いけるのかということを学校再開の状況を見ながら中体連と相談するとい

うことになると思います。最悪開催なしということにもなり兼ねないです

が。 

質疑も出尽くしたようですから、これをもって質疑を終結いたします。 

日程第 4 次回以降の教育委員会定例会について確認いたします。6月定

例会については 6月 4日（木）午後 2時から、特別会議室での開催を予定

しています。7月定例会については 7月 22日（水）午後 2時から、特別会

議室での開催を予定しています。次に、8月定例会の予定について、事務

局からご提案願います。 

 

8月定例会については、8月 7日（金）午後 2時からの開催をご提案申し

あげます。 

  

8月定例会については、8月 7日（金）午後 2時からという提案がありま

したが、よろしいでしょうか。 

 

＜異議なしの声＞ 

  

それでは、8月 7日（金）午後 2時に予定させていただきます。会場は、

追って、ご連絡いたします。 

日程第 5 議案第 31号、議案第 32号につきましては、秘密会にいたし

たいと思います。これにご異議ありませんか。 
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教育長 

 

 

 

 

＜異議なしの声＞ 

 

ご異議なしと認めます。よって、議案第 31号、議案第 32号につきまし

ては、秘密会で行います。本件は秘密会となるため、傍聴規則第 6条の規

定により、報道の方々には 退場していただくことになりますので、よろ

しくお願いいたします。また、議案に関係しない職員についてもご退席願

います。暫時、休憩いたします。 

 

 


